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Abstract: The purpose of this study was to clarify and overview the current status of all colleges and universities 
(hereinafter, CUs) in Japan offering physical education courses as a component of liberal arts in higher education 
(hereinafter, PE in higher education) since the first complete survey that was conducted in 2000. Out of the 775 
CUs existing as of August 2016, 742 CUs excluding 24 graduate universities and nine PE colleges were included 
in the survey. The following five items of information were extracted on PE in higher education from the CUs 
rules，handbook for students and syllabus posted on each CU website: 1) present/not present, 2) course type, 3) 
compulsory/optional, 4) number of compulsory credits, and 5) integrated title of the courses group. Among the 
742 CUs surveyed, 97.7% (725 CUs) offered PE in higher education, except for 17 CUs (2.3%) that did not offer 
PE in higher education. The 725 CUs offering PE in higher education were categorized into courses comprising 
mainly practical skills (98.2%; 712 CUs), lectures (63.4%; 460 CUs) and compulsory for all departments (28.0%; 
203 CUs), and compulsory for some departments (40.8%; 296 CUs) including practical skills (94.6%; 280 CUs), 
lectures (31.1% ; 92 CUs), and practical skills and lectures (25.7%; 76 CUs) in undergraduate departments. 
The number of PE in higher education credits offered as compulsory subjects was 2.15 ± 0.84 (mean ± standard 
deviation) and 0.5 to 5.0 (minimum - maximum) credits. The terms included in the integrated titles of PE in higher 
education courses for 725 CUs offering such courses were “Sports” (42.8%; 310 CUs), “Physical education” 
(39.9%; 289 CUs), “Health” (37.8%; 274 CUs), “Health education” (18.6%; 135 CUs), “Health and physical 
education” (17.8%; 129 CUs), and “Science” (14.8%; 107 CUs). The results revealed that PE in higher education 
was offered at approximately 98% of all CUs in Japan, and that the courses were compulsory at approximately 
40% of them. Therefore, it can be said that PE in higher education is currently being offered at most CUs. This 
study has provided an overview of PE in higher education in Japan for the first time since 2000. Future research 
will involve conducting current status surveys of the curriculum contents focusing on the educational system for 
PE．
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course title

キーワード：大学体育，必修 /選択，必修単位，授業形態，科目名称

Kazuhiro Kajita1, Atsushi Kiuchi2, Etsushi Hasegawa2, Kyungjin Park2, Yuya Kawato1,3 and Akira Nakagawa2: 
Current status of physical education in liberal arts higher education courses at colleges and universities in Japan: A 
complete survey and overview. Japan J. Phys. Educ. Hlth. Sport Sci. 

研究資料

体育学研究　63：885-902，2018



886 梶田ほか

Ⅰ　緒　言

1991年の大学設置基準の緩和（いわゆる，大

綱化）により，保健体育科目は，実技と講義各

2単位の計 4単位必修であった卒業要件が廃止さ

れ，多くの大学でカリキュラムが変更された．そ

れ以降，わが国における教養（一般・共通・基礎）

科目として開講する体育授業（以下「大学体育」

と略す）は，各大学の建学の理念・精神または各

学部・学科の教育目標・目的を達成するために，

体系的なカリキュラム編成に委ねられることとな

った．このようなカリキュラム改革を行った大学

では，大学体育を卒業要件からはずしたり，単位

数を減少させたりする事例が多く現れた（小林，

2013）．大学体育のカリキュラム改革に伴い，大

学体育の開講状況を中心とした現状を把握するた

めに，大学体育の開講の有無，授業形態，必修・

選択の別，科目名称などに関する全国規模の実態

調査がこれまでいくつか行われてきた．それら

調査の回答率は，52.8%（290/549校；小林ほか，

1995），89.9%（497/553校；青木・示村，1996），

100.0%（1152/1152校；奈良ほか，2000），90.8%

（1075/1184校；小原・奈良，2001）であった．こ

のように全国規模の実態調査は，2000年頃まで

は多くの大学を対象に高い回答率で継続的に実施

されてきた．しかし，その後行われた全国規模の

実態調査は，大学体育の開講状況に関する調査内

容に併せて，教養教育全般の履修要件，単位数の

増減，教育目標の達成度，担当組織なども含ま

れていた．そのため，それらの調査の回答率は，

16.3%（340/2091学部；小林，2013），25.9%（202/780

校；小林，2013）と低く，わが国の全大学におけ

る大学体育の実態を概観するものであったとは言

い難い．

その一方で，大学体育に関する調査研究や FD

活動の支援を行う公益社団法人全国大学体育連合

（以下「大体連」と略す）は，1995年以来，大学

体育の開講状況やカリキュラムなどに関する実態

調査を定期的に行い，調査報告書としてまとめて

きた．この調査報告書は，上記の全国規模の実態

調査と共通した調査項目以外にも，各時期の大学

教育との関連のある調査内容も含まれていた．例

えば，2000年代前半頃までは，学生による授業

評価，体力測定の実施状況，障害をもった学生へ

の対応などについて，2000年代後半以降は，TA

（ティーチング・アシスタント）制度と助手制度，

FD（ファカルティー・ディベロップメント）の

実施状況，CP（カリキュラム・ポリシー）と DP

（ディプロマ・ポリシー），教員プロフィールなど

についてであった．以上より，大体連の実態調査

は，わが国の大学体育の実態を把握する基礎資料

として有益な情報ではあるが，大体連加盟校を対

象としたものであり，2016年の大体連加盟校は，

わが国の大学の 34.5%（259/751校）に限定され

ていることが短所である．さらに，それらの調

査における回答率は，1995―1996年度の 11.0%

（53/481校；社団法人全国大学体育連合情報部編，

1997），1997―1998年度の 39.3%（189/481校；社

団法人全国大学体育連合情報部編，1999），1999

―2000年度の 29.1%（139/478校；社団法人全国

大学体育連合情報部編，2001），2001―2002年度

の 52.8%（228/432校；社団法人全国大学体育連

合情報部編，2003），2008年度の 25.7%（286/1111

校；社団法人全国大学体育連合調査・研究部編，

2009），2010年度の 23.2%（109/470校；社団法人

全国大学体育連合調査・研究部編，2011），2013

年度の 24.9%（100/401校；公益社団法人全国大

学体育連合調査・研究部編，2014），2016年度の

29.2%（109/373校；公益社団法人全国大学体育連

合調査・研究部，2017）であった．このように，

大体連の実態調査はこれまで定期的に行われてき

たものの，2008年度の実態調査を除くと，大体

連の加盟大学を対象校とし，かつ低い回答率であ

ったため，わが国の大学体育の実態の概要は正確

に把握されていないのが課題である．これらの背

景には，調査方法の限界が影響しており，過去の

研究では郵送法や FAX等による質問紙調査を用

いて依頼してきことによるものだと考えられる．

2000年以降の大学教育の主な動向として，

2002年の「大学教育の質保証」（文部科学省，

2002），2008年の「大学教育の分野別質保証」（日
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本学術会議，2010），2011年の「学校教育法施行

規則の一部改訂」（文部科学省，2011）により，

大学はより一層の教育情報の公開が求められるよ

うになった．この結果，シラバス等の教育情報の

公表が義務化され，カリキュラムの詳細について

Web上での検索が可能となった．Webサイトに

よる検索調査によるシラバスの分析は，1人に回

答を求める質問紙調査よりも有効，かつ効率的で

あること（物部ほか，2016）や，悉皆調査を達成

するには効果的であるといわれている（梶田ほか，

2018a）．これまでの全国規模の大学体育の実態調

査は，奈良ほか（2000）の研究を除くと全て標本

調査として行われてきた中，Webサイトによる

検索調査を用いることにより，全大学の情報を統

一したかたちで情報収集することができ，悉皆調

査の短所であるコスト，時間，人的リソースを軽

減することが可能となるだろう．

他方で，わが国の大学教育の実態を把握するた

めに，全国規模での実態調査が行われてきてい

る．具体的には，2008年から実施されている「大

学の実力」調査（読売新聞教育ネットワーク事務

局編，2016）や「大学の真の実力」調査（蛍雪時

代編集部編，2016）があげられる．全大学への調

査依頼に対する回答率は 9割を超えており，現在，

各大学で大学教育の新たなカリキュラム改革が進

められている中，その様々な実態を把握するため

の多くの情報が掲載されている．しかし，大学体

育では，これまでの授業研究の理論と方法につい

てまとめられた書籍（橋本ほか，2012）は存在す

るが，大学体育について全国規模の実態調査から

まとめた文献は見当たらない．したがって，大学

体育の現在の実態を正確に把握できる情報を含む

文献が望まれるところである．現在のわが国の全

大学における大学体育の実態を把握することは，

今後の大学体育の課題を真の情報に基づいて提示

するために，まず取り組むべき課題であり，わが

国の各大学における大学体育をより質の高いもの

として提供していくうえで，貴重な基礎資料にな

ると考えられる．よって，上記の課題を達成する

ためには，悉皆調査として全大学における大学体

育の実態調査が必要であるといえる．悉皆調査

は，統計の正確性を担保する根源となり，他の多

くの標本調査を実施するために必要不可欠な情報

として活用され，定期的に統計の基準となる数値

を提供できる（総務省統計局，2017）．また，悉

皆調査は，無作為に標本を抽出する標本調査のよ

うに標本誤差を考慮する必要はなく，信頼性の高

い情報からわが国の大学体育の現状を正確に把握

することができると考えられる．さらに，全大学

の正確な実態を踏まえて検討することから，特定

の規模や地域などの特徴を把握することも可能と

なり，全国の各大学に大変意義のある情報提供と

なるだろう．

これまでの全国調査で唯一，わが国の全大学を

対象に大学体育の実態調査を行っているのは，奈

良ほか（2000）の研究のみであった．そこでは，

全国の大学・短期大学の約 3割が保健体育科目を

卒業要件上，必修としていないことが明らかとな

った．その後 17年が経過し，大綱化から四半世

紀を迎えることもあり，全国規模の大学体育の実

態調査を今行うことの意義は大きい．また，「2018

年問題」として 18歳人口が 1992年をピークにそ

の後は減少基調で推移し，2018年から再び 18歳

人口が減りはじめると予想される中，学生数の減

少に伴い，大学の規模縮小のみならず，統合や再

編，破綻により淘汰される私立大学も出てくるも

のと思われる（帝国データバンク東京支社情報部

編，2018）．また，現在の大学数の 7割程度は 4

年制大学であり，大学進学率は 4年制大学が 5割

程度と過半数を上回っているのに対し，短大がわ

ずか 5%程度である（文部科学省，2017a）．この

ような社会的背景を踏まえ，大学体育の現在の全

体像を正確に把握するためには，まず，4年制大

学を対象とした実態調査が必要であると考える．

よって，わが国の大学体育の現状を正確な情報か

ら把握するための悉皆調査を今行うことに意義が

あり，今後の高等教育の将来構想を検討するうえ

で重要な基礎資料となるだろう．

以上より，本研究の目的は，わが国における大

学体育の開講状況に関する悉皆調査から，現在の

大学体育の概要を明らかにすることとした．具体

的には，各大学のWebサイト掲載の学則，学生
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便覧，シラバス等から，大学体育に関する 1）開

講の有無，2）授業形態，3）必修・選択の別，4）

必修単位数，5）科目群の統合名称，計 5項目の

情報の抽出を試みた．

Ⅱ　方　法

1．	調査対象
本研究では，平成 28年度全国大学一覧（公益

財団法人文教協会編，2016）に記載されている大

学 775校（国立 86校，公立 88校，私立 601校）

のうち，学士課程を置かない大学院大学 24校と

大学体育を開講しない体育系学部の単科大学 9校

を除く 742校（国立 81校，公立 86校，私立 575

校）を最終的な調査対象とした．ただし，体育系

学部・学科を含む総合大学（例えば，筑波大学や

早稲田大学など）は，体育系学部・学科を除いた

開講状況を調査対象とした．なお，大学体育が開

講され得る通信教育部を設置する大学（例えば，

八洲学園やサイバー大学など）43校については

調査対象に含めた．また，大学の運営組織がキャ

ンパスごとに異なり，全国に大規模なキャンパス

の点在する大学（例えば，日本大学や東海大学な

ど）は，調査上の限界を考慮して，キャンパスご

との区別は行わず，調査対象を主要キャンパスに

限定した．表 1には，日本私立学校振興・共済事

業団（2017）の学校法人基礎調査「規模別」を参

考に，規模区分別における調査対象の大学数とそ

の比率をまとめた．また，表 2には，総務省統計

局（2016）の労働力調査（基本集計）「地域別」

を参考に，地域区分別における調査対象の大学数

とその比率をまとめた．

2．	調査方法および内容
本研究の調査方法および内容は，過去に実施さ

れた茨城県の高等教育機関 13校を対象とした大

学体育の教育システムに関する実態調査（梶田ほ

か，2018a）を参考に精選した．

調査方法は，各大学のWebサイトを検索し，

2016年度の学則，学生便覧，シラバス等を情報

源に，大学体育の概要についての調査内容を統一

して抽出することとした．なお，調査項目が学則，

学生便覧，シラバスに記載のない場合や特定でき

ない場合は，各大学のWebサイト内の大学体育

に関するページを検索し，その詳細の掲載されて

いる記述から読み取った．調査期間は，2016年 8

月から 2017年 3月であった．

調査内容は，上記の方法で調査可能な大学体育

の 1）開講の有無，2）授業形態，3）必修・選択

の別，4）必修単位数，5）科目群の統合名称，の

5項目を全国規模の実態調査として行われた先行

研究（小林，2013；奈良ほか，2000；小原・奈良，

2001）と大体連の調査報告書を参考に選定した．

各項目の具体的な内容を以下に示した．1）開講

の有無は，専門科目の体育授業ではなく，大学体

育の「開講あり」と「開講なし」とした．その上

で本研究は大学体育を開講している大学の割合を

「開講率」，大学体育を開講していない大学の割合

「非開講率」と表記した．2）授業形態は，大学体

育における「実技」，「実習」，「演習」（実技と講

義を含む），「講義」の計 4つとした．「実技」と

「実習」は，科目名称に実技または実習という用

語を含む授業および 1コマの授業における単位数

が半期 0.5―1単位のものとした．また，「演習」は，

実技と講義の両方の内容を扱う授業，科目名称に

演習という用語を含む授業，1コマの授業におけ

る単位数が半期 2単位のものとした．なお，本研

究では，「実技」，「実習」，「演習」の計 3つの授

業形態をまとめて実技を中心とした体育授業（以

下「実技系」と略す）とした．また，複数の授業

形態のある大学は，該当する授業形態の全てを抽

出した．3）必修・選択の別は，大学体育を一部

の学部・学科のみでも必修として開講している場

合を「一部学部・学科のみ必修」，全学部・学科

で必修として開講している場合を「全学必修」と

した．また，大学体育を選択必修や自由単位とし

て開講している場合を「選択」とした．その上で

本研究は，大学体育を必修として開講している大

学の割合を「必修率」と表記した．4）必修単位

数は，大学体育の必修単位数が学部・学科で異な

る場合は，最大値をその大学の必修単位数とし

た．5）科目群の統合名称は，先行研究（奈良ほか，
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16

33
40

.8

4

12
13

.9

52

13
2

22
.9

72

17
7

23
.9
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0
～

99
9

12
4

36
52

60
0
～

79
9

5
4

44
53

小
規
模
校
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0
～

59
9

2

9
11

.1

3
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25

.6

41
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0

26
.1

46

18
1

24
.4

40
0
～

49
9

5
7

48
60

30
0
～

39
9

2
12

61
75

超
小
規
模
校

20
0
～

29
9

5

12
14

.8

18

51
59

.3

87

22
0

38
.3

11
0

28
3

38
.1

10
0
～

19
9

4
22

10
1

12
7

1
～

99
3

11
32

46

計
81

10
0

86
10

0
57

5
10

0
74

2
10

0

†
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
（

20
17
）
の
学
校
法
人
基
礎
調
査
「
規
模
別
」
を
参
考
に
，
一
部
改
訂
し
作
成
し
た
．

††
大
学
院
大
学

24
校
，
体
育
系
学
部
の
単
科
大
学

9
校
，
計

33
校
を
調
査
対
象
外
と
し
た
．

2000）を参考に，科目群の統合名称に含まれる用

語として「保健体育」，「体育」，「保健」，「スポー

ツ」，「健康」，「科学」，「その他」の計 7つとした．

収集した情報を，比較教育学の分析フレームワー

クとして幅広い分野で引用されるブレイ・トマス

キューブモデル（Bray and Thomas, 1995）を参考

にして，表 1と表 2の設置区分（公益財団法人文

協会編，2016），表 1の規模区分（日本私立学校

振興・共済事業団，2017），表 2の地域区分（総

務省統計局，2016）に分類した．

Ⅲ　結果および考察

本研究の目的は，わが国における大学体育の開
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表
2　
調
査
対
象
校
の
都
道
府
県
別
に
み
た
地
域
区
分
別
の
内
訳
（

20
16
年
度
）

地
域
区
分

該
当
都
道
府
県

国
立
大
学

公
立
大
学

私
立
大
学

計

対
象

（
校
）
比
率

（
%
）

対
象

（
校
）
比
率

（
%
）

対
象

（
校
）
比
率

（
%
）

対
象

（
校
）
比
率

（
%
）

北
海
道

北
海
道

7
8.

6
5

5.
8

25
4.

4
37

5.
0

東
北

青
森
，
岩
手
，
宮
城
，
秋
田
，
山
形
，
福
島

7
8.

6
11

12
.8

31
5.

4
49

6.
6

北
関
東

茨
城
，
栃
木
，
群
馬

5
6.

2
5

5.
8

22
3.

8
32

4.
3

南
関
東

埼
玉
，
千
葉
，
神
奈
川

3
3.

7
4

4.
7

77
13

.2
84

11
.2

東
京

東
京

11
13

.6
1

1.
2

11
2

19
.7

12
4

16
.8

甲
信
越

山
梨
，
長
野
，
新
潟

4
4.

9
6

7.
0

21
3.

5
31

4.
2

北
陸

富
山
，
石
川
，
福
井

3
3.

7
6

7.
0

11
1.

7
20

2.
6

東
海

岐
阜
，
静
岡
，
愛
知
，
三
重

8
9.

9
8

9.
3

61
10

.8
77

10
.5

近
畿

滋
賀
，
京
都
，
大
阪
，
兵
庫
，
奈
良
，
和
歌
山

12
14

.8
13

15
.1

11
8

20
.6

14
3

19
.3

中
国

鳥
取
，
島
根
，
岡
山
，
広
島
，
山
口

5
6.

2
11

12
.8

36
6.

3
52

7.
0

四
国

徳
島
，
香
川
，
愛
媛
，
高
知

5
6.

2
4

4.
7

7
1.

2
16

2.
2

九
州
・
沖
縄

福
岡
，
佐
賀
，
長
崎
，
熊
本
，
大
分
，
宮
崎
，
鹿
児
島
，
沖
縄

11
13

.6
12

14
.0

54
9.

4
77

10
.4

計
81

10
0

86
10

0
57

5
10

0
74

2
10

0

†
総
務
省
統
計
局
（

20
16
）
の
労
働
力
調
査
（
基
本
集
計
）「
地
域
別
」
を
参
考
に
，
一
部
改
訂
し
作
成
し
た
．

††
大
学
院
大
学

24
校
，
体
育
系
学
部
の
単
科
大
学

9
校
，
計

33
校
を
調
査
対
象
外
と
し
た
．

講状況に関する悉皆調査から，現在の大学体育の

概要を明らかにすることであった．調査対象 742

校における各大学のWebサイト掲載の学則やシ

ラバス等から，大学体育の開講状況に関する情報

を抽出した．本研究の調査内容を下記の 5項目に

選定した理由と経緯は下記のとおりである．ま

ず，先行研究や先行調査と比較検討できる項目と

するために，これまで行われた大学体育の実態調

査において共通した調査項目を前提とした．そし

て，本研究は悉皆調査として実態調査を行うにあ

たり，Webサイト上の閲覧可能な学則，学生要覧，

シラバス等から全大学で統一した情報収集ができ

る調査項目に限定した．総じて，わが国の大学体

育の開講状況に関する概要を把握するにあたり，
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全体像を概観するために必要最低限の調査項目と

して著者らで判断した．以下では，大学体育の 1）

開講の有無，2）授業形態，3）必修・選択の別，

4）必修単位数，5）科目群の統合名称，の 5項目

について先行研究等と比較検討した．加えて，a）

設置区分，b）規模区分，c）地域区分の別から検

討することとした．

1．	大学体育の開講の有無
表 3の左側に，わが国における大学体育の開

講の有無を示した．742校を調査した結果，2016

年度に大学体育を開講しているのは 97.7%（725

校），開講していないのは 17校（2.3%）である

ことが本研究から明らかとなった．過去に実施さ

れた全国調査によると，大学体育を開講している

のは 1997年度に 98.6%（686/696校；奈良ほか，

2000），2000年度に 98.1%（656/669校；小原・奈良，

2001）と報告されている．上記の全国調査の対象

校には，体育・スポーツ系の大学も含まれている

ことを考慮すると，2000年頃まではほぼ全ての

大学で大学体育を開講していたのに対し，2016

年現在では大学体育を開講していない大学が少し

増加したことが明らかとなった．

本研究における大学体育を開講していない 17

校のうち，全てが小規模校と超小規模校であり，

そのうち 15校は医歯薬系学部を含む単科大学で

あった．大学体育を開講しない大学の理由の 1つ

として，医歯薬系学部において教育職員免許状（以

下「教員免許状」と略す）を授与していない大学

があることが影響していると考えられる．医歯薬

系学部における教員免許状として養護教諭一種免

許状があるが，2017年 4月現在の「養護教諭の

表 3　わが国の大学体育の開講の有無と授業形態（2016年度）

大学体育の開講の有無（%） 大学体育の授業形態（%）

対象
（校）

開講率 非開講率
対象
（校）

実技系 講義
実技系
と講義

設置区分 国立大学 81 100.0 0.0 81 98.8 64.2 63.0

公立大学 86 97.7 2.3 84 98.8 58.3 57.1

私立大学 575 97.4 2.6 560 98.0 64.1 62.1

規模区分 大規模校 100 100.0 0.0 100 100.0 68.0 68.0

中規模校 175 100.0 0.0 175 99.4 67.4 66.9

小規模校 184 98.4 1.6 181 98.9 63.5 63.0

超小規模校 283 95.1 4.9 269 96.3 59.1 55.0

地域区分 北海道 37 100.0 0.0 37 94.6 59.5 54.1

東北 49 100.0 0.0 49 93.9 65.3 59.2

北関東 32 100.0 0.0 32 100.0 56.3 56.3

南関東 84 96.4 3.6 81 97.5 54.3 51.9

東京 124 98.4 1.6 122 100.0 65.6 65.6

甲信越 32 100.0 0.0 32 96.9 62.5 59.4

北陸 20 95.0 5.0 19 100.0 57.9 57.9

東海 78 98.7 1.3 77 97.4 74.0 71.4

近畿 142 95.8 4.2 136 98.5 61.0 59.6

中国 52 100.0 0.0 52 100.0 59.6 59.6

四国 16 100.0 0.0 16 100.0 62.5 62.5

九州・沖縄 76 94.7 5.3 72 98.6 72.2 70.8

全体 742
97.7 2.3

725
98.2 63.4 61.7

（725校） （17校） （712校） （460校）（447校）
†「実技系」は実技，実習，演習をまとめた実技を中心とした体育授業のことである．

††「実技系と講義」は実技を中心とした体育授業と講義の両方のことである．
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免許資格を取得することのできる大学」（文部科

学省，2017b）において，本研究の大学体育を開

講しない大学は全て含まれていないことを確認で

きた．よって，教員免許状を授与していない医歯

薬系学部を含む単科大学では，大学体育を教員免

許状取得のための一般教養として修得すべき科目

の「体育（2単位）」を開講する必要がないため，

大学体育を開講していないと考えられる．

2．	大学体育の授業形態
表 3の右側に，わが国で開講される大学体育の

授業形態を示した．大学体育を開講する 725校の

うち，実技系 98.2%（712校），講義 63.4%（460校）

であり，実技系と講義の両方を開講しているのは

61.7%（447校）であることが本研究から明らか

となった．また，実技系の授業形態の内訳は，実

技 61.4%（437校），実習 25.4%（181校），演習

23.7%（169校），実習・演習 49.1%（350校）の

授業形態で大学体育を開講していることがわかっ

た．わが国の大学体育の実態を定期的にまとめて

きた大体連の調査報告書（社団法人全国大学体育

連合情報部編，1999，2001；社団法人全国大学体

育連合会調査・研究部編，2009）の主な結果を以

下に示した．1997―1998年度では，対象 89校（国

公立 22校，私立 67校）のうち，大学体育の授

業形態の内訳として，実技 83.1%（74校），講義

73.0%（15校），演習 44.9%（40校），1999―2000

年度では，対象 110校（国公立 30校，私立 80校）

のうち，実技 75.5%（83校），講義 78.2%（86校），

演習 40.9%（45校），2008年度では，対象 192校

（国公立 45校，私立 147校）のうち，実技 85.9%

（165校），講義 84.9%（163校），演習 58.3%（112校）

であった．その他の調査結果（鍋倉ほか，2012）

では，2012年度に対象 74校（国公立 39校，私

立 35校）のうち，大学体育の授業形態の内訳と

して，実技 81.1%（60校），講義 58.1%（43校），

演習 33.8%（25校）であったと報告されている．

また，1991年の大学設置基準の緩和から 2008年

まで，実技と講義を統合した演習を開設する大学

は年々増えているとの報告（小林，2013）もある．

よって，これまでの調査結果を踏まえて総合的に

考察すると，わが国における大学体育の授業形態

は，1991年の大学設置基準の緩和まで，大学体

育は実技と講義のみで開講されていたのが，大綱

化から 2016年現在まで，実技の大学体育を実技

のみで開講するのではなく，実技と講義を組み合

わせた演習の大学体育を開講する大学が増加して

いるといえる．それに伴い，大学体育を講義のみ

で開講する大学は減少し，各大学によって授業形

態が多様化している．このような現状の中で学生

が，身体活動・運動・スポーツの価値を実技で「実

感」し，講義で理解し「納得」するために，大学

体育には効果的な循環を促す授業設計が必要であ

る（木内，2017）といえるだろう．

本研究における大学体育を講義のみで開講して

いた 13校のうち，全てが私立大学であり，その

うち 10校は超小規模校，3校は通信制大学であ

った．大学体育を講義のみで開講している大学ま

たは大学体育を全く開講していない大学がある理

由として，まず，超小規模校は学生定員 300人未

満であり，経営的に厳しい大学が多く，体育施設

を十分に保有していない可能性があげられる．私

立大学を運営する 544法人の経営実態調査（帝国

データバンク東京支社情報部編，2018）では，私

立大学 498法人の 2014年度から 2016年度におけ

る決算の年収入高と損益を分析し，定員割れの

私立大学が 39.4%にのぼり，私立大学法人の約 4

割が赤字経営であると報告されている．また，国

立大学 10校を対象とした実態調査（島本ほか，

2008）において，実技系の受講者数が 15―52（最

小―最大）名であるのに対し，講義の受講者数

が 20―188（最小―最大）名と報告されている．

よって，講義は実技系よりも一度に多くの学生が

受講でき，授業科目数の削減とそれに伴う教職員

の削減を図ることができると考えられる．その他

の理由として，文部科学省による教育職員免許

法施行規則第 66条の 6に定める教員免許法対応

（以下「教員免許状取得のため」と略す）の一般

教養として修得すべき科目の「体育（2単位）」注

1）を必修としていることが関係していると考えら

れる．教員免許状取得のための「体育（2単位）」

の履修並びに授業内容に関する調査報告（日本体
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育学会指導者育成・資格特別委員会教職課程必

修体育作業部会，2016）では，国立大学 22校を

対象に教員免許状取得のための「体育（2単位）」

の今後のあり方や授業改善を検討しており，教職

科目「体育（2単位）」として位置づけている大

学から改善に前向きな回答があったと報告されて

いる．今後も大学体育を教職科目ではなく，教員

免許状取得のための一般教養として修得すべき科

目の「体育（2単位）」として位置づけていくこ

とは，大学体育の必要性を裏付けるものとして重

要な課題になるといえるだろう．

3．	大学体育の必修・選択の別
表 4の左側に，わが国における大学体育の必

修・選択の別を示した．大学体育を開講する 725

校のうち，28.0%（203校）は全学必修として開

講しており，40.8%（296校）は一部学部・学科

のみ必修として開講していることが本研究から明

らかとなった．過去に実施された主な全国調査

では，大学体育を必修として開講しているのは，

大学において 1997年度に 70.7%（492/696校；奈

良ほか，2000），2000年度に 63.5%（425/669校；

小原・奈良，2001）と報告されている．上記の

全国調査の結果に加えて，1994年から 2011年ま

での全国規模の先行調査をまとめて分析したも

のがある（小林，2013）．この報告書によると，

大学において 1994年の時点で大学体育の必修率

が，実技では 7割程度，講義では 5―6割であっ

た中，1999年の時点で実技が 4―5割，講義が 3

―4割，2008年の時点で実技が 5割，講義が 4割，

2011年の時点で実技が 5割，講義が 3割となり，

2011年の大学体育の必修率は 10年前とほぼ変わ

っていないと報告されている．その一方で，大体

連加盟校の調査回答した 100校程度の調査結果を

もとに，1998年度に体育（実技）を必修とする

大学・短大の割合は 45.8%まで低下したが，再

び必修に戻す大学も増加し，2005年度にその割

合が 71.1%まで回復したと報告されている（日

本経済新聞，2007）．本研究では，2016年度に大

学体育を一部学部・学科のみ必修として開講し

ている割合は 40.8%（296校）であった．そのう

ち，実技系を必修として開講しているのは 94.6%

（280校）であり，大学体育を開講している 725

校のうち 38.6%（280校）であった．講義を必修

として開講しているのは 31.6%（92校）であり，

大学体育を開講している 725校のうち 12.7%（92

校）であった．よって，これまでの調査結果か

ら総合的に考察すると，1991年の大学設置基準

の緩和から 2000年頃にかけて，大学体育を必修

として開講する大学の割合は大幅に減少したが，

2000年頃から 2005年頃にかけてその割合は増加

した時期があった．その後 2008年頃から 2016年

にかけて実技の必修率がやや減少した一方，講義

の必修率が著しく減少しており，大綱化以降から

現在まで大学体育の必修率は，一時的に増加する

時期もあったとされているが，総じて減少傾向に

あることが明らかとなった．大学体育を必修とし

て開講していた大学の中で，講義の必修率が著し

く減少してきた理由には，様々な要因が考えられ

る．例えば，演習を開設する大学は年々増えてい

るとの報告（小林，2013）もあるように，実技に

講義的要素を含んだ演習形式の授業も開講されて

いることがあげられる．また，講義は実技と連動

させることにより，健康リテラシーを向上させて

いくことがより効率的になるとの見解（田中ほ

か，2012）もあり，大学体育を講義だけではなく

実技系として開講する大学が多くなっていること

があげられる．総じて，大学体育の必修率が減少

傾向にある中で，大学体育を講義単体ではなく，

演習などの実技系として開講することに価値や意

義を認めている大学が多いと考えられる．さら

に，実技系と講義を必修として開講している割合

は，26.1%（76校）であり，大学体育を開講して

いる 725校のうち 10.5%（76校）であった．講

義のみを必修として開講しているのは，5.5%（16

校）であり，大学体育を開講している 725校のう

ち 2.2%（16校）であった．講義のみを必修とし

て開講している 16校のうち 10校は超小規模校で

あり，大規模校はなく，そのうち，医歯薬系学部

を含む単科大学が 6校，通信制大学が 3校，女子

大学が 3校であった．このように，実技系を必修

として開講している大学が多い中，大学体育を講
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表
4　
わ
が
国
の
大
学
体
育
の
必
修
・
選
択
の
別
（

20
16
年
度
）

全
国
の
大
学
体
育
の
必
修
率
（

%
）

大
体
連
加
盟
校
の
大
学
体
育
の
必
修
率
（

%
）

大
体
連
非
加
盟
校
の
大
学
体
育
の
必
修
率
（

%
）

対
象

（
校
）
学
部
学
科

必
修
率

全
学

必
修
率

大
学
体
育
の
授
業
形
態

対
象

（
校
）
学
部
学
科

必
修
率

全
学

必
修
率

大
学
体
育
の
授
業
形
態

対
象

（
校
）
学
部
学
科

必
修
率

全
学

必
修
率

大
学
体
育
の
授
業
形
態

実
技
系

講
義

実
技
系

と
講
義

実
技
系

講
義

実
技
系

と
講
義

実
技
系

講
義

実
技
系

と
講
義

設
置
区
分

国
立
大
学

81
86

.4
69

.1
85

.2
28

.4
27

.2
42

90
.5

78
.6

90
.5

28
.6

28
.6

39
82

.1
56

.4
79

.5
28

.2
25

.6

公
立
大
学

84
54

.8
47

.6
51

.2
13

.1
9.

5
14

64
.3

64
.3

64
.3

14
.3

14
.3

70
52

.9
44

.3
48

.6
12

.9
8.

6

私
立
大
学

56
0

32
.1

19
.1

30
.0

10
.4

8.
2

19
2

38
.0

20
.3

36
.5

9.
4

7.
8

36
8

29
.1

18
.5

26
.6

10
.9

8.
4

規
模
区
分

大
規
模
校

10
0

50
.0

29
.0

50
.0

10
.0

10
.0

22
48

.8
32

.1
48

.8
9.

5
9.

5
78

60
.0

13
.3

60
.0

13
.3

13
.3

中
規
模
校

17
5

44
.0

28
.6

41
.7

12
.6

12
.6

53
50

.0
36

.4
46

.6
14

.8
11

.4
12

2
37

.9
20

.7
36

.8
10

.3
9.

2

小
規
模
校

18
1

28
.2

19
.9

27
.1

9.
9

8.
3

88
37

.0
24

.1
37

.0
13

.0
13

.0
93

25
.0

18
.0

22
.7

8.
6

6.
3

超
小
規
模
校

26
9

43
.5

32
.7

40
.1

15
.6

12
.3

85
68

.2
45

.5
68

.2
18

.2
18

.2
18

4
41

.3
31

.6
37

.7
15

.4
11

.7
地
域
区
分

北
海
道

37
32

.4
27

.0
32

.4
10

.8
10

.8
10

20
.0

10
.0

20
.0

0.
0

0.
0

27
37

.0
33

.3
37

.0
14

.8
14

.8

東
北

49
46

.9
42

.9
42

.9
16

.3
12

.2
14

64
.3

64
.3

57
.1

14
.3

7.
1

35
40

.0
34

.3
37

.1
17

.1
14

.3

北
関
東

32
40

.6
31

.3
37

.5
6.

3
3.

1
9

77
.8

66
.7

77
.8

0.
0

0.
0

23
26

.1
17

.4
21

.7
8.

7
4.

3

南
関
東

81
28

.4
8.

6
23

.5
7.

4
2.

5
26

50
.0

11
.5

46
.2

7.
7

3.
8

55
18

.2
7.

3
12

.7
7.

3
1.

8

東
京

12
2

39
.3

26
.2

38
.5

12
.3

11
.5

59
42

.4
25

.4
42

.4
11

.9
11

.9
63

36
.5

27
.0

34
.9

12
.7

3.
2

甲
信
越

32
53

.1
46

.9
50

.0
12

.5
9.

4
6

66
.7

66
.7

50
.0

33
.3

16
.7

26
50

.0
42

.3
50

.0
7.

7
0.

0

北
陸

19
57

.9
42

.1
57

.9
10

.5
10

.5
7

71
.4

57
.1

71
.4

28
.6

28
.6

12
50

.0
33

.3
50

.0
0.

0
0.

0

東
海

77
49

.4
33

.8
45

.5
18

.2
14

.3
31

54
.8

41
.9

54
.8

12
.9

12
.9

46
45

.7
28

.3
39

.1
21

.7
15

.2

近
畿

13
6

37
.5

24
.3

36
.8

10
.3

9.
6

55
30

.9
21

.8
30

.9
9.

1
9.

1
81

42
.0

25
.9

40
.7

11
.1

9.
9

中
国

52
30

.8
19

.2
30

.8
5.

8
5.

8
9

44
.4

22
.2

44
.4

0.
0

0.
0

43
27

.9
18

.6
27

.9
7.

0
7.

0

四
国

16
37

.5
31

.3
37

.5
18

.8
18

.8
0

―
―

―
―

―
16

37
.5

31
.3

37
.5

18
.8

18
.8

九
州
・
沖
縄

72
52

.8
36

.1
48

.6
19

.4
19

.4
22

77
.3

59
.1

77
.3

36
.4

36
.4

50
42

.0
26

.0
36

.0
18

.0
12

.0

全
体

72
5

40
.8

28
.0

38
.6

12
.7

10
.5

24
8

48
.4

33
.1

47
.2

12
.9

11
.7

47
7

36
.9

25
.4

34
.2

12
.6

9.
9

（
29

6
校
）（

20
3
校
）（

28
0
校
）
（

92
校
）
（

76
校
）

（
12

0
校
）
（

82
校
）（

11
7校
）
（

32
校
）
（

29
校
）

（
17

6
校
）（

12
1
校
）（

16
3
校
）（

60
校
）
（

47
校
）

† 「
学
部
学
科
必
修
率
」
は
一
部
の
学
部
・
学
科
の
み
で
必
修
と
し
て
開
講
し
て
い
る
大
学
の
割
合
の
こ
と
で
あ
る
．

††
「
全
学
必
修
率
」
は
全
て
の
学
部
・
学
科
で
必
修
と
し
て
開
講
し
て
い
る
大
学
の
割
合
の
こ
と
で
あ
る
．

††
† 「
実
技
系
」
は
実
技
，
実
習
，
演
習
を
ま
と
め
た
実
技
を
中
心
と
し
た
体
育
授
業
の
こ
と
で
あ
る
．

††
††
「
実
技
系
と
講
義
」
は
実
技
を
中
心
と
し
た
体
育
授
業
と
講
義
の
両
方
の
こ
と
で
あ
る
．
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義のみの必修として開講している大学もわずかな

がら存在することがわかった．

大学体育の開講状況に関する大学の設置者ごと

の実態を把握するため，設置区分別の検討を試み

た．設置区分別では，大学体育を全学必修として

開講している割合の高い順に並べると，国立大学

（69.1%），公立大学（47.6%），私立大学（19.1%）

であった．また，大学体育を一部学部・学科のみ

必修として開講している割合の高い順に並べる

と，国立大学（86.4%），公立大学（54.8%），私

立大学（32.1%）であった．大学体育を必修とし

て開講している割合が国立大学において高い理由

には，教育系の学部・学科をもつ総合大学と教員

養成系の学部の単科大学が多いことから，大学体

育を教員免許状取得のための一般教養として修得

すべき科目の「体育（2単位）」として多く開講

されていることが関係していると考えられる．

大学体育の開講状況に関する大学の規模ごとの

実態を把握するため，規模区分別の検討を試み

た．一般的に超小規模校と小規模校には単科大学

が多く，中規模校には単科大学と総合大学が混在

しており，大規模校には総合大学が多い．本研究

では，大学体育を全学必修として開講している

割合の高い順に並べると，超小規模校（32.7%），

大規模校（29.0%），中規模校（28.6%），小規模

校（19.9%）であった．また，大学体育を一部学部・

学科のみ必修として開講している割合の高い順に

並べると，大規模校（50.0%），中規模校（44.0%），

超小規模校（43.5%），小規模校（28.2%）であっ

た．大学体育を必修として開講している割合が大

規模校において高いのは，上記の設置区分別の検

討と関連して大規模校に国立大学が多いことが関

係していると考えられる．1997年の全国調査（奈

良，2000）では，調査対象 578校において学校規

模の大きい大学（入学定員 600名以上）の方が小

さい大学（入学定員 600名未満）よりも大学体育

を一部学部・学科のみ必修として開講している割

合が高かったと報告されている．また，調査対象

30校（国公立 14校，私立 16校）において学生

数の少ない大学（入学定員 1250名未満）の方が

学生数の多い大学（入学定員 2500名以上）より

も大学体育を全学必修として開講しているのが多

かったと報告されている（鍋倉ほか，2012）．さ

らに，調査対象 81校における国立大学の学生数

と大学体育の必修率の間に有意な相関関係は認め

られず，小規模の大学でも全学必修の大学が多数

存在する（図子・中川，2015）．本研究では，超

小規模校（入学定員 1―299名），中規模校（入

学定員 600―1499名），小規模校（入学定員 300-

599名）に比べて大規模校（入学定員 1500名以上）

の方が大学体育を一部学部・学科のみ必修として

開講している割合が高かった．これまでに規模区

分別で検討された先行研究はいくつかあるが，調

査対象校や規模区分の分類方法によって学生数の

多い大学と学生数の少ない大学の実態が異なる結

果となっている．上記の先行研究と本研究の結果

はほぼ同様の傾向となった．よって，わが国の大

学体育の現状は学生数の多い大学に大学体育を一

部学部・学科のみ必修として開講している大学が

多く，学生数の少ない大学に全学必修として開講

している大学が多いことがわかった．大規模校で

必修率が高くなる理由としては，国立大学が多く

分布していることの影響が考えられる．また，大

規模校には総合大学が多く，特に一部学部・学科

のみの必修率が高くなることは，教育学部が多く

分布していることの影響も考えられる．その他の

理由として，大規模校は潤沢な財力があると推察

されるため，体育施設が充実していることや担当

教員数が確保できていることなど，大学体育を開

講するために条件が比較的整っていると考えられ

る．その一方で，超小規模校で必修率が高くなる

理由として，超小規模校の全学必修率が高くなる

ことは，大規模校の理由とは異なり，学校経営と

して大学体育が退学率の軽減に貢献することな

ど，大学体育の価値や意義を大学執行部等が認め

ている大学が多くあることの影響であると推察さ

れる．わが国の大学で開講されている様々な授業

科目を見渡した時に，学問的適応と社会的適応を

促す教育を集団指導から支援できる環境にあるの

は，教養科目の体育授業をおいて他にはない（木

内ほか，2008）との指摘はその理由の裏付けとい

えるだろう．
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やや古い情報ではあるが，米国の調査報告に

おいて，大学体育を必修として開講している大

学の割合は，1998年に 63%（233/369校）であ

り，学生数の少ない大学（入学定員 1250名未

満）の方が学生数の多い大学（入学定員 2500名

以上）よりも大学体育を必修として開講している

割合が高かったことが報告されている（Hensley，

2000）．なお，2009―2010年に大学体育を必修と

して開講しているのは，39.6%（800/2020校）ま

で減少したことも報告されている（Cardinal et al., 

2012）．この背景として，米国は NCAA（National 

Collegiate Athletic Association）による大学の競技

スポーツの拡大に伴い，大規模な大学を中心に体

育施設などのスポーツをする環境が整備されたこ

とにより，運動する機会を体育授業ではなく別

の場所にシフトさせていったことで，一般体育

を開講する大学は年々減少している（梶田ほか，

2018b）ということが関係していると考えられる．

よって，わが国と米国では，大学体育を必修とし

て開講している割合が年々減少傾向にあるが，学

生数の多寡による大学体育の実態は，相互で多少

異なる状況にあると推察される．

大学体育の開講状況に関する大学の所在地ごと

の実態を把握するため，地域区分別の検討を試

みた．全国には，8つの大体連の地方支部組織が

ある中で，最も活発に活動しているのは九州地区

であろう．九州地区大学体育連合は 2000年より，

大学体育の FDに関する教育研究誌を独自に出版

しているとともに，夏季には実技研修会，冬季に

は教育研究を中心とした研修会を精力的に行って

いる．本研究では，12地域のうち大学体育を全

学必修として開講している割合の高い順に並べる

と，甲信越（46.9%），東北（42.9%），北陸（42.1%）

であった．また，大学体育を一部学部・学科の

み必修として開講している割合の高い順に並べる

と，北陸（57.9%），甲信越（53.1%），九州・沖

縄（52.8%）であった．九州・沖縄が 52.8%（38/72

校）で 3番目に高く，大体連加盟校においては九

州・沖縄が 77.3%（17/22校）で 2番目に高い結

果となった．調査対象校の約 1/3（235/725校）は，

関東地方（北関東，南関東，東京）に所在してお

り，都市部に比べると地方の方が大学数の少ない

点を考慮する必要はあるが，大学体育の必修率の

最も高かったのは，地方に所在する北陸の 57.9%

（11/19校）であった．九州・沖縄は，調査対象校

の約 1/10（72/725校）の大学が所在しているが，

関東から最も距離のある地域に所在するため地方

の地域である．大学体育の必修率が必ずしもその

地域の特徴を示す指標となる訳ではないかもしれ

ないが，本研究では，大学体育の必修率において

九州・沖縄が上位に位置づいていたため，大体連

加盟校を中心に大学体育を精力的に実践されてい

る地域であるといえるだろう．さらに，上位 3つ

に入る地域は，一部学部・学科のみ必修と全学必

修で多少差異はあるが，東北，北関東，北陸，甲

信越，九州・沖縄の 5つ地域に限定された．東北，

北関東，北陸，甲信越における必修率が高かった

理由としては，各地域ともに全体の大学数に対し

て，国公立大学の占める割合が高く，かつ私立大

学の占める割合が少ないことの影響があると考え

られる．また，都市部の地域ではなく，比較的地

方で田舎の地域であり，降雪量の多い地域である

ことから，屋内の体育施設が充実していることが

関係していると推察される．

表 4の中央と右側に，わが国における大学体育

の必修・選択の別を，大体連の加盟校と非加盟校

に分けて示した注 2）．大学体育を必修として開講

する学部・学科が存在するのは，大体連加盟校

248校のうち 48.4%（120校），非加盟校 477校の

うち 36.9%（176校）であることがわかった．大

体連の調査（公益社団法人全国大学体育連合調査・

研究部， 2017)では，2016年度に大学体育を必修

として開講している割合は 64.7%（64/99校）で

あり，そのうち，国公立大学 85.2%（23/27校），

私立大学 56.9%（41/72校）であった．本研究で

は，大学体育を一部学部・学科のみ必修として

開講している割合は 40.8%（296/725校）であり，

そのうち，国公立大学 70.3%（116/165校），私立

大学 32.1%（180/560校）であった．地域区分別

では，12地域のうち，大学体育を全学必修とし

て開講している割合の高い順に並べると，北関東

（66.7%），甲信越（66.7%），東北（64.3%）であ
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った．また，大学体育を一部学部・学科のみ必修

として開講している割合の高い順に並べると，北

関東（77.8%），九州・沖縄（77.3%），北陸（71.4%）

であった．これらの結果から，大体連の非加盟校

に比べて加盟校の方が，大学体育を一部学部・学

科のみ必修として開講している割合は高かった

が，大体連の加盟校の過半数は，大学体育を必修

ではなく，選択として開講していることが明らか

となった．過去に実施された大体連による大学体

育の実態調査は，1995年から 2016年まで定期的

に行われてきているため，縦断的な情報として大

学体育の変遷過程の全体像を把握するうえでは，

貴重な知見となる資料である．しかし，それらの

調査対象は少なく，かつ約 30%と低い回答率の

実施にとどまっているため，本研究と比較すると，

2016年度における同一年の調査結果にもかかわ

らず，調査結果に大きな開きがみられた．わが国

における全大学の悉皆調査を達成することは決し

て容易ではないが，真の実態を正しく把握したう

えで，その現状の問題点や今後の課題を検討して

いくことは，大学体育の調査研究を進めていく基

礎資料として大変意義があるといえるだろう．

4．	大学体育の必修単位数
表 5に，わが国における大学体育の必修単位数

を示した．大学体育を開講している 725校のう

ち，大学体育を必修として開講している大学の必

修単位数（平均値±標準偏差）は 2.15± 0.84単

位（296校）であり，中央値 2単位，最頻値 2単

位，最大値 5単位，最小値 0.5単位であった．学

部・学科ごとでみた場合，大学体育の必修単位数

は 5単位（1校），4単位（4校），3単位（6校）

の大学もあった．国立大学 10校を対象とした先

行研究（島本ほか，2008）においても，大学体育

の必修単位数として，2単位以上の大学がほとん

どであると報告されている .本研究も同様に，大

学体育を必修として開講しているのは，中央値と

最頻値が 2単位であることから，必修単位数を 2

単位としている大学が最も多く，平均値が 2.15±

0.84単位であることから，大学体育を必修として

開講しているほとんどの大学は，2単位以上を卒

業要件として認めていることが示された．なお，

大学体育の必修単位数の最大値が 5単位，最小値

が 0.5単位から，各大学における大学体育の必修

単位数の位置づけに大きな差異のあることがわか

った．大学体育の必修単位数を 2単位としている

大学のうち，その開講期間は半期や通年など様々

だが，初年次に演習 2単位または実技や実習 1単

位として履修させる大学が多かった．演習形式の

授業を増やして大学体育の必修単位数を半期で 2

単位とする大学が増えているが，大学体育の履修

時期および開講期間を検討していく必要もあると

考えられる．さらに，大学体育の実技および講義

を各 2単位の計 4単位を必修として開講している

割合は 3.6%（27校）であり，その内訳は，国立

大学 6.2%（5校），公立大学 3.5%（3校），私立

大学 3.3%（19校）であった．これらの大学は，

1991年の大綱化以降に一度もカリキュラム編成

を行わずに，現在の開講状況を維持してきたかは

明らかではない．しかし，大綱化当初と比べると

大学体育の実技および講義が各 2単位の計 4単位

を必修として開講している大学が極めて少なくな

ったことは確かである．また，地域区分別の検討

では，12地域のうち大学体育の必修単位数が九

州・沖縄（2.55± 0.49単位）で最も多い結果であ

った．大学体育の必修・選択の別でも述べたが，

九州・沖縄には，九州地区大学体育連合が組織さ

れており，大学体育に関する研究と実践が精力的

に行われている．九州・沖縄は大学体育の FDや

それを支える研究の活発なことが，大学体育の必

修率の高さと必修単位数の多さに反映している結

果だといえるだろう．

5．	大学体育の科目群の統合名称
表 6に，わが国における大学体育の科目群の統

合名称を示した．大学体育を開講している 725校

のうち，大学体育の科目群の統合名称に含まれる

用語を検討したところ，その割合の高い順に並べ

ると，「スポーツ」42.8%（310校），「体育」39.9%（289

校），「健康」37.8%（274校），「保健」18.6%（135

校），「保健体育」17.8%（129校），「科学」14.8%（107

校）であり，「体育」に比べて「スポーツ」の用
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語を含む割合がやや高かった．「その他」の具体

的な内容として，大学体育の科目群の統合名称に

含まれる用語は，人間，運動，身体，文化，生涯，

リテラシーなどがあった．大学体育の科目群の統

合名称に「体育」の用語を含まない割合として，

1997年度が 61.8%（奈良ほか，2000），2000年度

が 70.0%（小原・奈良，2001），本研究の 2016年

度が 60.1%であった．また，上記の先行研究と

本研究の結果を踏まえ，1991年の大学設置基準

の緩和以降，大学体育の科目群の統合名称を「保

健体育」から変更した大学は 8割以上あり，2000

年前後から現在まで「体育」の用語を含まない大

学は，6―7割程度あることが明らかとなった．

これらの背景には，各大学の体育授業に関する教

育目標・目的がカリキュラム編成とともに多様化

し，大学体育の科目群の統合名称にも反映されて

表 5　わが国の大学体育の必修単位数（2016年度）

大学体育の必修単位数（単位）

対象
（校）

必修
単位数

大学体育の授業形態 基本統計量

実技系 講義 中央値 最頻値 最大値 最小値

設置区分 国立大学 81 2.21± 0.78 1.78± 0.64 1.39± 0.50 2.0 2.0 5.0 1.0

公立大学 84 2.14± 0.97 1.87± 0.81 1.64± 0.50 2.0 2.0 4.0 1.0

私立大学 560 2.13± 0.83 1.71± 0.53 1.63± 0.48 2.0 2.0 4.0 0.5

規模区分 大規模校 100 2.12± 0.50 1.82± 0.48 1.50± 0.53 2.0 2.0 3.0 1.0

中規模校 175 2.13± 0.48 1.76± 0.48 1.64± 0.49 2.0 2.0 3.0 1.0

小規模校 181 2.13± 0.52 1.65± 0.53 1.64± 0.48 2.0 2.0 3.0 1.0

超小規模校 269 2.16± 0.67 1.75± 0.72 1.52± 0.51 2.0 2.0 5.0 0.5

地域区分 北海道 37 2.50± 0.34 1.92± 0.29 1.75± 0.50 2.0 2.0 2.0 1.0

東北 49 2.00± 0.50 1.62± 0.50 1.50± 0.53 2.0 2.0 2.0 1.0

北関東 32 2.46± 0.99 2.33± 1.07 2.00± 0.00 2.0 2.0 5.0 1.0

南関東 81 2.00± 0.37 1.84± 0.37 1.83± 0.41 2.0 2.0 2.0 1.0

東京 122 2.22± 0.52 1.76± 0.63 1.47± 0.52 2.0 2.0 4.0 0.5

甲信越 32 1.88± 0.50 1.56± 0.51 1.75± 0.50 2.0 2.0 2.0 1.0

北陸 19 2.00± 0.48 1.73± 0.47 1.50± 0.71 2.0 2.0 2.0 1.0

東海 77 2.16± 0.59 1.74± 0.61 1.50± 0.72 2.0 2.0 4.0 1.0

近畿 136 1.95± 0.59 1.66± 0.60 1.50± 0.73 2.0 2.0 4.0 0.5

中国 52 1.75± 0.61 1.50± 0.63 1.50± 0.74 1.0 1.0 3.0 1.0

四国 16 2.33± 0.53 1.50± 0.55 1.50± 0.75 1.0 1.0 2.0 1.0

九州・沖縄 72 2.55± 0.49 1.89± 0.53 1.50± 0.76 2.0 2.0 4.0 1.0

全体 725
2.15± 0.84 1.76± 0.61 1.50± 0.77

― ― ― ―
（296校） （280校） （92校）

†「実技系」は実技，実習，演習をまとめた実技を中心とした体育授業のことである．

いることが考えられる．また，「保健体育」とい

う名称から現在の大学体育の科目群の統合名称に

変更となった要因には，執行部・理事会・学長の

要請や専門教育からの要請といった学内組織から

の要請などの外的要因よりも，体育担当者からの

提案，学生の多様化への対応，教育内容の充実な

どの内的要因が強く働いたことにより進行したも

のだと述べられている（小原・奈良，2001）．ま

た，「保健体育」という名称から「保健」の用語

を抜いて「体育」や「スポーツ」の科目群の統合

名称が増えているのは，体育・スポーツ学分野の

教育の質保証（全国体育系大学学長・学部長会，

2011）として「体育・スポーツ学」の名称が学問

分野として認められたことも関係していると推

察される．1993年の全国調査（小林ほか，1995）

において，実技では「スポーツ」という語が，講
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Ⅳ　まとめと今後の展望

1．	大学体育の現在の実態
本研究から，わが国における大学体育の開講状

況に関する現在の概要が，2000年以降で初めて

明らかとなった．1991年の大学設置基準の大綱

化から四半世紀が経った現在においても，大学体

育は各大学の建学の理念・精神や各学部・学科の

教育目標・目的に応じたカリキュラム編成に多少

の差異はあるものの，わが国の大学 97.7%（725

校）に存在し，40.8%（296校）が一部学部・学

科のみ必修として開講されており，28.0%（203校）

が全学必修として開講されていることがわかっ

た．特に，国立大学と大規模校に必修として開講

している割合の高いことが本研究から明らかとな

義では「健康」という用語が多く使用されている

と報告されている．1991年の大学設置基準の緩

和直後から現在まで，「スポーツ」，「健康」とい

った社会全体の風潮や学生のニーズに対応した用

語を，大学体育の科目群の統合名称として選定し

てきたことが関係していると考えられる．特に，

2018年から「日本体育協会」を「日本スポーツ

協会」に改称されたことを先駆けに，2020年か

ら「体育の日」を「スポーツの日」に改称する方

針や「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」と

いう新名称が提案されている．これらの社会全体

の動向は，今後の大学体育の科目群の統合名称に

も多かれ少なかれ影響を与える可能性があるとい

えるだろう．

表 6　わが国の大学体育の科目群の統合名称（2016年度）

大学体育の科目群の統合名称に含まれる用語（%）

対象
（校）

スポーツ 体育 健康 保健 保健体育 科学 その他

設置区分 国立大学 81 46.9 45.7 38.3 28.4 28.4 18.5 11.1

公立大学 84 35.7 48.8 34.5 29.8 29.8 16.7 17.9

私立大学 560 43.2 37.7 38.2 14.5 14.5 13.9 21.6

規模区分 大規模校 100 50.0 39.0 36.0 21.0 20.0 17.0 15.0

中規模校 175 47.4 36.0 42.3 16.6 16.6 16.6 21.7

小規模校 181 43.6 33.1 37.6 12.7 10.5 13.8 25.4

超小規模校 269 36.4 47.2 35.7 23.0 22.7 13.4 17.1

地域区分 北海道 37 24.3 40.5 35.1 21.6 18.9 18.9 32.4

東北 49 42.9 44.9 32.7 26.5 26.5 18.4 18.4

北関東 32 46.9 40.6 43.8 21.9 21.9 25.0 15.6

南関東 81 40.7 44.4 29.6 16.0 16.0 6.2 17.3

東京 122 43.4 37.7 32.0 17.2 16.4 12.3 27.9

甲信越 32 40.6 56.3 25.0 28.1 28.1 6.3 6.3

北陸 19 36.8 42.1 26.3 26.3 26.3 10.5 31.6

東海 77 48.1 39.0 48.1 13.0 13.0 24.7 14.3

近畿 136 44.9 32.4 47.1 15.4 14.0 16.9 19.9

中国 52 40.4 50.0 38.5 21.2 21.2 5.8 13.5

四国 16 56.3 18.8 68.8 6.3 6.3 12.5 25.0

九州・沖縄 72 43.1 38.9 31.9 20.8 20.8 9.7 19.4

全体 725
42.8 39.9 37.8 18.6 17.8 14.8 20.0

（310校） （289校） （274校） （135校） （129校） （107校）（147校）
†「その他」の具体的な用語には，人間，運動，身体，文化，生涯，リテラシーなどがあった．
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った．また，地域区分別では，一部学部・学科の

み必修と全学必修で多少差異はあるが，大学体育

の必修率の高い地域は，東北，北関東，北陸，甲

信越，九州・沖縄の 5つに限定された．特に，大

学体育の FD活動やそれに関する教育研究の活発

な九州・沖縄では，大体連加盟校における大学体

育の必修率が高く，必修単位数は最も高いことが

明らかとなった．その一方で，各大学におけるカ

リキュラム改革に伴い，大学体育の授業形態とし

て講義が減少し，実技系の大学体育が増加してき

ていることがわかった．その背景には，実技と講

義を組み合わせた演習形式の授業が増え，講義よ

りも実技の要素を重視するようになったことが考

えられる．また，大学体育の必修単位数の平均値

は 2単位以上を認めているが，その一方で 6割以

上の大学においては，大学体育を選択として開講

していることが示された．大学体育の必修単位数

の減少は，各大学のカリキュラム編成に伴う大学

体育の選択化が影響していると考えられる．さら

に，大学体育の科目群の統合名称は，「保健体育」

という名称から変更した大学は 8割以上あり，「体

育」に比べて「スポーツ」を用語に含む割合が高

くなり，「保健」を用語に含む割合が低くなった

ことが明らかとなった．以上より，わが国の大学

体育の開講状況に関する現在の概要を，悉皆調査

として明らかにすることができたといえよう．

2．	大学体育の今後の課題
本研究は，わが国における大学体育の開講状況

の概要を悉皆調査として明らかにすることはでき

たが，あくまでも一時点の実態調査であるため，

その変遷過程は検討できていない．今後はタテ（変

遷過程）とヨコ（一時点）の視点から歴史的・社

会的・文化的背景を踏まえて，わが国の大学体育

の実態を検討していく必要がある．また，本研究

で明らかとなった大学体育の開講状況に関する知

見を，より質の高い基礎資料として提供していく

ためには，大学体育の開講状況に加えて，カリキ

ュラムと教員プロフィールを含めた教育システム

（梶田ほか，2018a）に関する詳細な内容を検討し

ていく必要がある．また，わが国の大学体育の現

状を広く検討していくためには，大学の統合や再

編，破綻により，今後は大学数の減少が見込まれ

るため，4年制大学に加えて，短期大学や高等専

門学校を対象に悉皆調査を行うことも望まれる．

さらに，本研究は，これまでの大学体育の実態調

査で行われてこなかった地域区分別の検討を試み

たが，設置区分別と規模区分別ほどの顕著な特徴

はみられなかった．2016年の一時点において各

地域の特徴を明らかにすることは困難とされた

が，都市部と地方の大学の現状と課題を踏まえて，

継続して地域区分別で検討していくことにより，

大学体育の実践において有効活用できる知見にな

ると期待される．今後も継続的に，わが国の大学

体育の開講状況を把握していくためには，さらに

調査内容および方法を検討していくことが課題と

してあげられる．その他にも，本研究では，大学

体育を開講していない 17校のうち，15校は医歯

薬系学部を含む単科大学であることがわかった．

大学体育を必修として開講している大学の条件を

検討していくことも重要であるが，大学体育を開

講していない大学の理由とその背景などを調査し

ていくことは，大学体育の今後の方向性を検討す

る上で貴重な情報となるだろう． 

以上より，大学体育の今後の課題を検討するに

あたり，私たち体育系教員は大学体育の教育理念

である「論」，学修成果の「証拠」，そして学生の「満

足度」を三位一体に捉えた「大学体育の効果的循

環モデル」（木内，2018）を全国の各大学で実践

していく必要があると考える．そして，大学体育

の教育的価値や意義を提示できるように，研究と

して実証された実践事例を蓄積していくことが望

まれる．そのためには，わが国だけでなく，大学

体育が国内で広く一般に行われている東アジア隣

国（韓国・台湾・中国）との国際比較研究に発展

させ，各国における大学体育の教育システムに関

する類似点と相違点を比較検討しながら，わが国

の大学体育の教育的意義や価値を提示していくこ

とが期待される．本研究の結果を基礎資料として，

わが国の大学体育の実態における現状と課題を検

討することにより，今後の大学体育の改善・発展

に寄与する研究の実践が可能となるだろう．
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注

注 1）教育職員免許法施行規則第 66条の 6に定める科
目の体育は「一般教養として修得すべき科目」に位置
づけられる．いわゆる，教員免許状取得のための一般
教養として修得すべき科目「体育（2単位）」のこと
である．一般には「教職に関する科目」を教職科目と
呼び，各教科の指導法や教育方法，教育実習，教職実
践演習等がそれに該当する．
注 2）大学体育の必修・選択の別は，2016年度の大体連
に加盟していた大学の 256校（国立 43校，公立 14校，
私立 199校）のうち，大学体育を開講しない体育系学
部の単科大学 8校を除く 248校（国立 42校，公立 14校，
私立 192校）を調査対象とした．
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